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はじめに

　A社（サービス業大手）が年功的に運用されていた職能給に代わって、成果主義の賃金制度である「役

割成果給」を導入したのは2001年であった。

　導入の目的を一言でいえば、長引く不況下でも「がんばった社員に報いる」賃金制度にしたいという
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ことであった。A社の労組は、この会社の意を体してみずから「役割成果給」の制度を作成し、組合大会

で採択した。D限られた賃金原資の枠内でメリハリのついた昇給・降給を繰り返す。作業能率をこのよう

に刺激する賃金形態は、市場からの要請であり時代のながれでもあった。しかし完成度の高い姿（制度）

で登場した「役割成果給」は、その運用にあたって労使関係上の制約を受けざるをえなかった。小論で

はこの実態を考察する。

　すなわち、はじめに①導入された成果主義賃金の運用の実際をみる。これまで成果主義賃金を個別企

業の実際の賃金額にまでふれて問題点を検討した実証研究は少ない。資料を提供してくださったA社関係

者の寛大な厚意に感謝したい。つぎに、②この制度の運用の実際をみることによって、A社の成果主義賃

金がどのような課題を抱えているのかを整理することである。さいごに、③それらの課題の原因と、市

場からの要請によって生まれた成果主義が、運用に際して労使関係などの規制によって変質せざるをえ

ないことを検証することである。

　この小論は第1章で、A社の成果主義賃金である「役割成果給」の仕組みについてみる。具体的には3

つの職群と5つのゾーンによって構成されている賃金制度の特徴を確認する。さらに、この役割成果給

を運用する用具であるマトリクスとはなにかをみる。成果主義賃金の内容と課題をみるには、運用のツー

ルであるマトリクスがどのようなものかを考察することが不可避なためである。

　第2章では、マトリクスによって運用されるA社の成果主義賃金の実際と課題を探る。とくに査定にみ

られる「中心化傾向」が、メリハリのついた昇給・降給を目指すはずであった成果主義の運用に齪酷を

きたしていることに焦点を当てる。ここでは、A社から提供された資料を使用して、実際に社員が支給

されている給与額を分析の対象とする。成果主義賃金の運用の実態をそこに見て取れるからである。

　第3章では、「役割成果給」の運用によって生まれた2つのグループを取り上げて、運用のツールであ

るマトリクスを修正せざるを得なくなった事態になかに、市場からの要請に抗う労使関係がおよぼす影

響についてみる。2）

第1章A社のマトリクス

　1、「役割成果給」の仕組み一3つの職群、5つの「ゾーン」について

　はじめに、社員が所属する3っの職群と5つの「ゾーン」について簡単に説明する。ここでいう職群

とは、いわゆる「賃金ベルト」や「グレード」のことである。A社では図表1に示すように、①職能資

格制度の等級表に代わって3っの職群、すなわち下位から順に職群皿、職群H、職群1を設定している。

職群皿はおもに主任・係長クラス、職群Hは課長クラス、職群皿は部長クラスである。②さらに、それ

ぞれの職群に賃金ゾーンとして5つのランクを設けている。「ゾーン1」（最低ランク）から「レッドゾ

ーン」（最高ランク）までの5つの「所属ゾーン」がそれである。通常、大学新卒社員は入社後4年を経

ると、もっとも低い職群の皿に登用される資格を持っことになる。
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　この職群皿に登用されると、年に一度おこなわれる上司の査定によって、目標とした業績への達成度

（目標管理）と業務遂行内容との二っが評価され、基本給をのぞく翌年度の給与（「役割成果給」）が決

定される。その際、ゾーンの中をあるいはゾーンを超え、時には職群を超えての昇給や降給となる（職

群の変更は人事発令によって、役割成果給の改訂とは別の時期におこなわれる）。すなわち日本の企業で

多く採用されている従来の職能資格制度を成果主義的に再編しなおしたものではなく、基本的には同一

職務内で昇給の幅があるレンジレートの職務給である。

　具体的にみよう。職群mの役割成果給の額は、最低の1万円から、最高の20万円までに設定されてい

る。この範囲内で、「ゾーン1」（1万円～5万円）、「ゾーン2」（5万円～8万円）、「ゾーン3」（8万円～

11万円）、「ゾーン4」（11万円～14万円）」「レッドゾーン」（14万円～20万円）と5つに区分される。

したがって職群皿に所属する社員の給与月額は、一律の基本給額29万5000円（35歳以上）にそれぞれ

の役割成果給を加えて、最低額の30万5000円から最高額の49万5000円までとなる。他の職群につい

ても同様である。ちがいは差異の拡大と底上げである。基本給額はどの職群も29万5000円である。職

er　llの役割成果給は「ゾーン1」の最低額が6万円に底上げされ、「レッドゾーン」の最高額は50万円で

44万円の差である。職群1では「ゾーン1」の最低額は20万円となり、「レッドゾーン」の最高額は70万

円で、差は50万円とさらに拡大している。

　このように制度上社員は毎年の査定によって、昇給や降給を繰り返しながらゾーンの中を、あるいは

ゾーンを超えてタテに移動し、さらに昇格や降格によって職群間をヨコに移動することになる。3）

図表1　職群別ゾーン表

70万円

60

50

40

30

20　　20

　　14
10　　11

　　8
　　5
1　　　1

レッドゾーン

@ゾーン4
ゾーン3

ゾーン2

ゾーン1

職群皿

50

36

0
4
3
218

6

レッドゾーン

ゾーン4

ゾーン3

ゾーン2

ゾーン1

職群n

70

52

44

36

28

20

レツドゾーン

ゾーン4

ゾーン3

ゾーン2

ゾーン1

職群1

注）A社「キャリアアップ・マニュアル皿」より
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　2、A社のマトリクスー「役割成果給」を運用するためのツール

　ここでは、A社が役割成果給を決定する際に使用しているツールであるマトリクスを考察したい。ど

の職群も図表2に示したマトリクスが適用される。マトリクスの表側は前述した5つの「所属ゾーン」

である。表頭は「人事評価ランク」である。これはP（最高評価）からR（最低評価）までの7つである

（評価ランクのローマ字は評価ごとにっけられた色の英語の頭文字で、たとえばPはpurpleである。　A

社では7段階評価なので虹の七色を使っている）。それでは、所属ゾーンと評価ランクによって改訂率が

ことなるマトリクスの妙を具体的にみてみよう。

　はじめに、評価がおなじでも所属するゾーンによって改訂率がことなることについてみる。たとえば、

中間の所属ゾーンである「ゾーン3」にいる者が中位のG評価を受けたばあい、役割成果給の改訂率はゼ

ロパーセントである。マトリクスはここのゼロポイントを起点として、上下に5段階、左右に7段階、

最高25パーセント以上アップから25パーセントダウンまで5パーセント刻みで展開する（じっさいに

は、この5パーセントは12．5～7．5パーセントアップの平均値である。前掲図表2の他の数値も同じで

ある。本文では説明を簡潔にするために平均値を使う）。

　しかし、このおなじG評価を受けても、ひとランク下の「ゾーン2」の者は5パーセントのアップと甘

くなる。最下位の「ゾーン1」にいる者は10パーセントアップともなる。これにたいして、上位の「ゾー

ン4」の者は逆に5パーセントダウン、「ゾーンR」いる者は10パーセントものダウンとさらにきびしく

なる（どのゾーンでもマイナス評価は25パーセントまでである。これは労使交渉の結果、組合の主張に

よって規制されている）。このように、より高いゾーンにいる者すなわち高い役割成果給を得ている者ほ

ど、同じ査定結果でも役割成果給への反映がきびしくなっている。

　つぎに、評価のランクによる改訂率の差異にっいてみよう。「ゾーンR」ではもっとも高いP評価を受け

ても、わずか5パーセントのアップにしかならない。このゾーンは、前述のように中位のG評価では10

パーセントのダウン、最低のR評価では25パーセントものダウンになる。逆に最下位の「ゾーン1」で

最高のP評価を受ければ25パーセント以上のアップとなる。最低のR評価でもわずか5パーセントのダウ

ンに留まる。

　どの職群においても、マトリクスは「ゾーン3」までは比較的上がりやすく、しかしそれ以上のゾーン

では容易に下がる仕掛けとなっている。ゾーンが高くなるほど評価がきびしく、現状を維持するだけで

も上位の「ゾーン」になるほど多くの努力を必要としよう。われわれはこのマトリクスに、緻密かつ巧

妙な能率刺激のツールをみることができる。会社はマトリクスの運用を「もっと大胆に行いたい。もっ

とメリハリをつけたい」としているが、この点にっいてはA社労組が強い規制を効かせている。4）
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図表2　マトリクス
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注）図表1に同じ

第2章マトリクスによる「役割成果給」の運用

　前章では各職群にある5つの「ゾーン」の性格と、マトリクスに示された能率刺激のための精巧な仕

組みについてみた。この章では、はじめに社員は具体的にどの「ゾーン」に張り付いているのか、つぎ

に、実際どのくらいの役割成果給を得ているのかをみる。それによって、A社の賃金制度の実際と課題を

知るてがかりが得られよう。

　1、社員はどの「ゾーン」に張り付いているか

　ここでおもに検討の対象とするのは、A社2003年度の役割成果給である。なお社員の構成は職群皿が

3529人（38．8パーセント）、職群llが3755人（41．3パーセント）、職群1が534人（5．9パーセント）

である（図表3参照）。職群への所属に至らない社員は1273人（14．0パーセント）で、社員総数は9091

人である。職群とポストの関係は前述した。平均実年齢は職群皿が34．2歳、職群Hが46．6歳、職群1

が52．1歳である。

　結論をさきに述べると、下位のゾーンにほとんどの社員が張り付いている（図表4参照）。この傾向は

職群皿においてとくに目立ち、一番低い「ゾーン1」に職群皿の全社員の76．7パーセント（2705人）、

が所属している。「ゾーン2」の12．4パーセント（436人）も含めれば下位2つのゾーンに、じつに89．　1

パーセント、約9割が所属している。中位のゾーンである「ゾーン3」はわずか7．7パーセント（270人）

である。ちなみに、「ゾーン4」は2．8パーセント（100人）、最高の「レッドゾーン」は0。5パーセント

（18入）とごくわずかである。なお会社は「ゾーン3」を「ポリシーゾーン」として、上位の職群へ移
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動する足場と位置づけている。

　職群Hも基本的には職群皿と同様の特徴を指摘できる。たしかに職群IHと比べて「ゾーン1」は25．9

パーセント（974人）と減ってはいるが、「ゾーン2」には32・8パーセント（1233人）の社員がいて、

この両者を合わせるとその数58．7パーセント（2207人）と6割弱が下位のゾーンに所属している。中位

の「ゾーン3」の30．9パーセント（ll59人）は、前述した職群皿の7．7パーセントと比べてかなり増加

しているが、職群1の「ゾーン3」が44．8パーセントであることと比べるとかなり少ない。ちなみに職

群llの「ゾーン4」は9．7パーセント（364人）、「レッドゾーン」は0．7パーセント（25人）と上位2っ

のゾーンを合わせても10．4パーセント（389人）である。5）

　以上にみたランク付けは、とうぜんのことながら役割成果給の実際の額となってあらわれる。つぎに

この点をみよう。

図表3　職業別の役割成果給など
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注）A労組作成資料より
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図表4　役割成果給のゾーン別構成比

役割成果給ゾーン 人　数 比　率

レツドゾーン 5 0．9％

ゾーン4 34 6．4％職
　
群
　
1
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ゾーン1 10 L9％

合　　計 534 100．0％

役割成果給ゾーン 人　数 比　率

レッドゾーン 25 0．7％

ゾーン4 364 9．7％職
群
　
H

ゾーン3 1，159 30．9％

ゾーン2 1，233 32．8％

ゾーン1 974 25．9％

合　　計 3，755 100．0％

役割成果給ゾーン 人　数 比　率

レッドゾーン 18 0．5％

ゾーン4 100 2．8％職
　
群
　
皿

ゾーン3 270 7．7％

ゾーン2 436 12．4％

ゾーン1 2，705 76．7％

合　　計 3，529 100．0％

注）図表3に同じ

　2、役割成果給の実際額

　前掲図表3に示した数値は、この年度に支払われた役割成果給額である。まず職群皿をみよう。ここ

での役割成果給は平均が3万7611円である。最低額は1万円、最高額は19万円である。さきに示した

制度上の額（前掲図表1参照）と比較すると、最低額と最高額はほぼおなじである。しかし、この平均

額3万7611円は、平均的数値を示すと思われる中位の「ゾーン3」の8万円～11万円と大きく乖離し、

最低の「ゾーン1」、しかも「ゾーン1」の中位の額でしかない。固定化されている本給29万5000円と

この3万7611円を合わせても職群皿の平均月額は約33万円ほどである。平均実年齢約34歳の、A社に

とって「稼ぎ頭」といわれている主任・係長クラスの平均月収額としては少ない。

　職群Hでは、平均額は21万9734円である。この額は制度上の「ゾーン2」の中位の額である。約22

万円という額は本給とあわせて51万円である。この業界で平均年齢46．6歳、課長クラスとしては「納

得できる額」とされている。最低額は6万5000円で制度上の額とおなじであるが、最高額は39万7000

円で制度上の上限額50万円とだいぶ離れている。しかし、ここで最高に評価されているごくわずかの社

員たちが、ボーナスを加えて40歳で年収1000万円を得ることができる者たちである（「役割成果給」が
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A社に導入されたとき、「40歳で年収1000万円が夢ではない」と謳われた）。職群1については部長クラ

スであるので省略する。

　以上にみた役割成果給の特徴は、30歳代半ばの働き盛りからなる職群mにおいては、役割成果給額が

1万円から8万円とかなり低い額のゾーンに多くの者がいるということである。すでにみたように、マト

リクスの特徴が上位のゾーンの者は下がりやすく、下位のゾーンの者は上がりやすいということである

とすれば、職群皿や職群llで下位のゾーンに多くの社員が張り付いていることはマトリクスの精緻さと

は対照的に、この制度が運用上の課題を孕んでいるからであると考えられる。つぎにそれをみよう。

　3、査定にみられる「中心化傾向」

　前述した下位のゾーンに多くの社員が張り付いている原因は、査定の「中心化傾向」にある。A社のば

あい、どの職群においても「中心化傾向」がみられる（図表5参照）。

　職群皿からみよう。ここでの評価のピークをなしているのは中位のG評価（26．2パーセント）と、ひ

とつ上位のB評価（26．4パーセント）である。評価ランクの頂点が高い方にわずかにずれているが、Y

評価も22．　1パーセントというように左右に裾を広げはっきりとした中心化傾向を示している。ちなみに

職群皿で最高のP評価を受けた者は、職群皿全体のわずか5．2パーセントであり、逆に最低のR評価を

受けた者も3．7パーセントときわめて少数である。

　職群Hでは、もっとはっきりとした中心化傾向がみられる。頂点のG評価（30．2パーセント）を中心

として左右にB評価が17．2パーセント、Y評価が25．9パーセントなどと、きれいな裾野をつくっている。

最高のP評価は2．8パーセント、最低のR評価は6．・7パーセントとこれも少ない。職群1でも、G評価の

37．7パーセントを頂点として、ほぼ左右均等になだらかな中心化傾向を示している。

　さて、このようにして出された査定結果を役割成果給の改定率に換算したもの、すなわち前述したマ

トリクス上に示された5パーセント刻みの数値に貼り付けられた社員数（ここでは％で表示）が、図表6

に示した数値である。ここでは職群mに焦点を当ててみよう。どのゾーンにいるか詳細は不明であるが

（多くは「ゾーン1」）、役割成果給が10パー一一セントアップした者が最多（24．1パーセント）である。15

パーセントアップした者（23．9パーセント）で、5パーセントアップした者（20・0パーセント）がこれ

にっつく。これらの総計、すなわち役割成果給が5～15パーセントアップした者が68パーセントと、約

7割にもなっていることに留意したい。

　さきにみたように、職群皿の役割成果給の平均額は3万7611円であった（前掲図表3参照）。これは

「ゾーン1」に多くの社員が張りついているということである。かれらの改訂率が5～15パーセントであ

るということは、っぎのことを意味している。すなわち、改訂率が10パーセントとして役割成果給が約

4万円とすると、年間の昇給額はわずか4000円にすぎないということである。これではいつまでもこの

最低ゾーンから抜け出せないことを意味している。ここにいるのは「割を食った」社員たちである。最

高の評価を受けて25パーセントアップすれば1万円の昇給となるが、ここでの事例では、それは職群IH

の社員のわずか3，7パーセントであり、20パーセントアップ組みを入れても12．4パーセントに過ぎない。
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このような査定の「中心化傾向」をもたらしている原因は、つぎのようなものである。

①査定そのもののむずかしさ

　充実した評価者教育がおこなわれていても、なお人が人を評価することのむずかしさがある（日本労

働研究機構［1998］参照）。しかし、A社の人事部は「平均的な仕事をする社員の評価を80点とすると、

営業は50～90点に散らばるが、バックヤードの仕事は75～85点にみんなくるのでメリハリがない」と

部門による評価の偏りにっいても語っている。さらに、「査定者が部下の評価を下げるには勇気がいる」

とか、「上司は一人ひとりの部下に査定の内容を説明するのに苦労する」ので、勢い中位の評価結果とな

ってしまうとも言われている。現場によってはマトリクスを厳密に使うのではなく、「昨年度、一昨年度

との業績比較で整合性を持たせる」（i氏談）ということもおこなわれている。

②相対評価

　いまひとつの原因は、賃金原資が限られているという前提で「相対評価」がおこなわれているためで

ある。「賃金原資を管理する観点」から、会社の上位機構による評価の調整、すなわち相対評価がなされ、

「成績を残しても他が頑張れば昇給しない」とか、「2年前、100点満点の75点評価は2番目に高い1（藍）

評価であったが、昨年は会社全体の業績がよかったので、90点が多くいて75点はあたり前となった」（e

氏談）という事例は多くあるという（ただし、絶対評価がおこなわれているために中心化傾向がみられ

ない事業部門も一部にではあるが存在している）。

③組合の規制

　組合がマトリクスを設計した時に急激な昇給・降給を避けるため、昇給・降給率を5パーセントと小

刻みにしたこと、また降給率を最高でも25パーセントまでと歯止めをかけたことも結果として中心化傾

向をもたらす間接的な原因となっていよう。さらに、昇進して職群を移動する際に「35歳前後で課長に

なるという職能給制度時代の流れ」が残されていて、年功的な運用を認めている（あるいは求めている）

こともある（前掲注3参照）。

図表5　査定の結果（ランク別）

［人事評価ランク査定結果］

人事評価ランク

P 1 B G Y M R 小計

職群1 0．7％ 5．9％ 20．1％ 37．7％ 25．2％ 7．5％ 2．9％ 100．0％

職群1 2．8％ 7．0％ 17．2％ 30．2％ 25．9％ 10．2％ 6．7％ 100．0％

職群m 5．2％ 9．5％ 26．4％ 26．2％ 22．1％ 6．9％ 3．7％ 100．0％

注）A社「2003年度役割成果給査定の結果について」より
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図表6　査定の結果（改訂率）

［役割成果給基本改訂率査定結果］

基本改訂率

25％ 20％ 15％ 10％ 5％ 0％ ▲5％ ▲10％ ▲15％ ▲20％ ▲25％ 小計

職群1 0．0％ 0．2％ 2．6％ 13．2％ 30．9％ 35．7％ 11．8％ 3．9％ 1．3％ 0．2％ 0．0％ 100．0％

職群H 0．6％ 2．4％ 6．4％ 14．2％ 25．1％ 26．4％ 15．9％ 6．2％ 1．2％ 0．2％ 1．4％ 100．0％

職群皿 3．7％ 8．7％ 23．9％ 24．1％ 20．0％ 8．4％ 4．4％ 3．2％ 1．5％ 0．5％ 1．5％ 100．0％

注）前掲図表5に同じ

第3章マトリクスの修正

　これまで無機質な数値を用いて役割成果給の運用をみてきた。そこで確認できたことは、いくつかの

原因で査定に「中心化傾向」があらわれていること。その結果、職群mでは下位のゾーンに社員が堆積

していること、などであった。この章では、以上に確認できたことがどのような事態をもたらしている

のかをみる。そのための手がかりとして2っのグループ、いわゆる「割を食った」グループと、「得をし

た」グループの人びとに焦点を当てることにする。また、その結果なされたマトリクスの修正について

もみる。

　なおここでの叙述は、逐一紹介しないが、筆者によるA社関係者からの聴取りによる（聴取りの日付

は巻末に一括して表示）。

　1、「割を食った」グループと「得をした」グループ

　1）「割を食った」グループ

　「割を食った」グループは、これまでにみてきた職群皿の下位ゾーンの社員たちである。「営業や店頭

販売などの最前線、あるいはバックヤードでがんばっている「会社の稼ぎ頭」の中堅社員たちである。

しかしかれらのばあい、これらのゾーンにいるかぎり評価ランクが上がったとしても役割成果給の増額

をあまり期待できなかったり（「ゾーン1」）、評価を上げるにはかなりの業績が必要である（「ゾーン3」）。

職群mの「ゾーン1」についてみよう。たとえば、ビラ社員から職群皿に登用されて、はじめて得る役割

成果給がスタートラインの1万円だとする。1年後の評価が中間の「Gランク」で10パーセントアップ

であったとしても、おなじ中位の評価がその後もつづくとすれば（「中心化傾向」）、かれらの役割成果給

は5年経っても2万円にならない。「割を食った」と称されるゆえんである。ちなみに職群皿の「ゾーン

1」に所属していて、もっとも高いP評価によって25パーセントの役割成果給アップを獲得した者は、前

述した年度にわすか3．7パーセントであった（前掲図表6参照）。
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　2）「得をした」グループ

　マトリクスによる役割成果給の運用は、「割を食った」グループとは対象的な「得をした」グルー一一一プを

同時にもたらす結果となっている。職群Hの「ゾーン1」には「中高年で目標感に乏しい人」たちがいる

といわれている。年齢は40歳代後半から50歳代である。かつては特定の商品知識や技能を修得して庶

務や会計といったバックヤードの業務に携わっていた人びとである。しかし、ある時期におきた業務

のIT化によってそれまでの仕事を失い、慣れ親しんだ仕事から営業の最前線や、店頭での販売といった

不慣れな仕事に回されることとなった。かれらには「50歳代という年になって新しい仕事は…　　」と

いう仕事への意欲の欠落、あきらめがあるという。しかし、A社労組は「これは、かれら個人の能力や責

任といった問題ではない」として会社に処遇の善処を求めた。

　かれらの役割成果給はおよそ13万円である。これは「ゾー一一ン1」のなかごろの額である。マトリクス

の構造的な問題からいって、少しの業績でも役割成果給がアップし、よほどのことでもないかぎり降給

することはない。以上のことから、かれらは「割を食った」グループとは対照的に恵まれたグループと

いわれている。

　以上、結果を出したわりには昇給できないグループの存在。かたや結果を出さなくとも降給しにくい

グループについてみた。6）

　2、マトリクスの修正

　これまでにみた役割成果給が直面した課題に対処するために、マトリクスの修正が2002年と2004年

の2度おこなわれた。

　はじめの2002年の改訂内容は、職群皿のみ役割成果給が4万円以下のばあいに、最高のP評価で1

万円以上アップ（従来は25パーセント以上アップ）から最低のR評価で2000円のダウンまで、昇給・

降給がこれまでのパーセント表示によってではなく金額で表示されるようになった。また2004年の改

訂は、職群皿にかぎり「ゾーン1」と「ゾーン2」においても金額表示されることとなった（図表7参

照）。たとえば「ゾーン1」の最高のP評価は1万4000円以上アップ、中位のG評価で5000円アップ、

最下位の評価で3000円ダウンである。「ゾーン2」では同様にそれぞれ1万6000円以上アップ、5000

円アップ、8000円ダウンである。ここに表示されるようになった額は、昇給も降給も率に換算すると

いくらかはメリハリのついたものとなっている。さきにみた「割を食った」グループで算出した事例

（職群mの「ゾーン1」・役割成果給1万円・G評価10パーセントアップで昇給額は1000円）と比較

すると、2004年の修正によって（職群皿の「ゾーン1」・役割成果給1万円・G評価で昇給額は5000円）

かなりの増額となっている。7）
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図表7　改訂後のマトリクス（職群皿）

　　　　人事評価

@　　　　ランク

椛ｮゾーン

P
（
紫
）

1
（
藍
）

B
（
青
）

G
（
緑
）

Y
（
黄
）

M
（
榿
）

R
（
赤
）

ゾーンR
5％以上

@　5％
@　～2．5％

2．5％～

@　0％
@～▲2．5％

▲2．5％～

@▲5％
@～▲7．5％

▲7．5％～

@▲10％
@～▲12．5％

▲12．5％～

@▲15％
@～▲17．5％

▲17．5％～

@▲20％
@～▲22．5％

▲22．5％～

@▲25％
i～▲27．5％）

ゾーン4

10％以上

@　10％

@　～7．5％

7．5％～

@　5％
@　～2．5％

2．5％～

@　0％
@～▲2．5％

▲2．5％～

@▲5％
@～▲7．5％

▲7．5％～

@▲10％
@～▲12．5％

▲12．5％～

@▲15％
@～▲17．5％

▲17．5％～

@▲20％
i～▲27．5％）

ゾーン3

15％以上

@　15％

@　～12．5％

12．5％～

@　10％

@　～7．5％

7．5％～

@　5％
@　～2．5％

2．5％～

@　0％
@～▲2．5％

▲2．5％～

@　5％
@～▲7．5％

▲7．5％～

@▲10％
@～▲12．5％

▲12．5％～

@▲15％
i～▲27．5％）

ゾーン2

以上

@16，000 12，000 8，000 5，000 0 ▲4，000 ▲8，000

i～▲20，000）

ゾーン1

以上

@14，000 11，000 8，000 5，000 3，000 0 ▲3，000

i～▲12，500）

注）A労組組「2004年度わたしたちの活動記録」より

　これら一連の改訂は、職群皿の「ゾーン1」にいる「会社の稼ぎ頭」の社員層に「なんとか報いたい」

ということからおこなわれた。たとえば、っぎのような結果をだせば「割を食った」グループから脱出

できるようである。26歳で職群皿の「ゾーン1」に昇格して、「B」という3番目に良い評価を受けつづ

け、5年間8，000円アップを維持できれば、役割成果給は5万円となって31歳で「ゾーン2」に昇格で

きるようになる。この額にプラス基本給29万5，000円があるので、「まあまあ良いかな」の金額になる

という。だが、3番目に良い評価を5年つづけて出すことは平均以上の努力が必要であろう。

　このようにすれば「割を食った」グループの不満は解消されるかもしれない。しかし、緻密であった

はずのマトリクスのパーセント表示から金額表示への一部変更は、ほころびの繕いがストレー一一ト過ぎて

なんとも見栄えが悪い（図表2と7を比較）。「賃金制度は鮮度が大切」とはいえ、マトリクスが台無し

である。

むすび

　A社の新賃金制度は、当初明確な理念と目標を掲げて労使一体となって導入された。その「役割成果給」

のために用意された制度もマトリックスも仕組みとしては完成度の高いものであった。しかし、その運

用にあたっては幾多の制約を受けることとなった。そ弗は市場からの要請に抗うものからの規制であっ

た。もともと「役割成果給」が労組主導で導入されたこともあって、大幅なアップダウンを避けたため

にメリハリのない内容となっていたこと（労組からの規制）。また実際の運用にさいしては、「得をした」

グループにみられるように慣習を踏襲することとなったこと（社員からの規制）。さらに賃金原資の制約
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などなど。

　このようにして「役割成果給」は規制を受けて運用されていたのである。その結果、制度は「中心化

傾向」など制度が本来めざしたものとはことなる運用となり、対照的な2つのグループを生み出すこと

となった。「得をした」グループと、他方では働いたほどには給料があがらないと不満を持つ「割を食っ

た」グループの存在である。見栄えの悪さと引き換えに、よりメリハリを利かせて再登場したマトリク

スは、「割を食った」グループの不満をあるていどは解消するかもしれない。が、同時に労使関係による

規制を受ける以上「得をした」グループの存在を認めるという「市場決定型」の視点とはことなる規制

もまた働きつづけることになるであろう。

脚注

　1）　A社では労組が「役割成果給」の導入を組合員に説き、プランを作成した。もはやべ一スアップ

　　を獲得できず「月収が上がらない」という現実と、職能資格制度の機能不全（「踊り場に人が溜まっ

　　ていた」ことなど）、そして「査定でなら金を出す」という会社からの誘いが相まって「がんばった

　　社員に報いる」ために「役割成果給」づくりに取組んだ。制度の作成にあたっては複数のコンサル

　　タントに聞き「金をかけた」が、他社を参考にはしないで独自に作ったという（「富士通からは厚い

　　ファイルをもらって研究した」との言も）。役割成果給によって「30歳代前半は、組合としては金

　　を取れる。まちがいなく取れる」と確信したという（以上、c氏談）。しかし、結果は「下は思った

　　ほどあがらない。上はここまできびしいとは思わなかった」（k氏談）という。

2）　この小論に先立って発表した平井［2004］は、A社の「役割成果給」を制度面からみたものもある。

　参照されたい。成果主義賃金にっいてはこれまで多くの研究がなされている。今回の執筆でとくに

　役立ったのは以下の研究や調査である。

　　成果主義の結果に否定的なものとしては、厚生労働省［2001］の調査が典型であろう。従業員1000

　人以上規模の企業では78．2％が成果主義賃金を導入し、その内「うまくいっている」は10．　6°／・、「な

　んらかの問題がある」は72．8％である。労務行政研究所［2005］の調査でも7割の回答者が成果主義

　人事制度を導入しているとするが、約9割が「問題あり」としている。経済産業省［2006］の報告書

　でも「周囲を見渡して大成功！という事例は寡聞にして知らない」（同22頁）と否定的である。

　成果主義にもっとも批判的なのは高橋伸夫［2004］のものであろう。金銭報酬ではなく上位の仕事に

　つけることがモチベーションアップの動機づけだと説く。拙速な成果主義の導入に批判を加えたも

　のでは城繁幸［2004］がある。その他に斉藤貴男［2005］、江波戸哲夫［2002］などが最近のポピュラー

　な文献であろう。清家篤［2004］は、もともと年功賃金が成果と無関係に決まる賃金と考えることは

　誤りであるとする。木下武男［1999］は、年功賃金や成果主義に代わる職務給の導入を説いているが、

　なすべき課題は多い。楠田丘［2006］は、年齢給を「根」、職能資格制度を「幹」、役割を「枝」に例

　えて年功制と成果主義を合わせた「日本型成果主義」を提唱している。
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いっぽう成果主義の賛否を直接論じるのとは別の立場から、今野浩一郎［2004］は、従来の経営戦略

が「組織決定型」の戦略であったのにたいして、「市場決定型」のそれに変えようとしていると指摘

する。これとおなじ文脈で、石田光男［2006］は「今時の人事改革が経営改革から出発した」（55頁）

こと、また「組織から人事を発想するのか、市場から人事を発想するのか」（57頁）を命題として

成果主義を説明する。筆者は今野、石田らとは異なり、成果主義が制度としては「市場決定型」で

あっても、働く者からの規制で運用にブレーキがかかると考えている。中村圭介［2006］は成果主義

の人事管理は「仕事管理までを射程にとらえる必要がある」（101頁）と説く。中村・石田［2005］も

同様である。

　富士通での成果主義の導入以降から、今日の「成果主義のマイルド化」までの事例研究を整理し

たものに労働政策研究・研修機構［2004］がある。論点整理に便利である。なお、同研究機構は企業

へのアンケート調査［2005など］を精力的に実施している。立道信吾・守島基博［2006］は、これらの

調査から2000年以降に成果主義を導入した企業では「マイルドな成果主義」（78頁）となっている

ことを報告している。

3）　しかし、この職群間の異動はかならずしも合理的におこなわれているわけではない。制度的には

　最下位の「ゾーン1」、あるいは「ゾーン2」の者でも、上位の職群への移動は可能であるという。

　またその際になにか資格を必要とすることはないが、たとえば職群皿のばあい、33～4歳の社員で

　あればふっう「研修受講対象者」とされて職群llに登用されることになる。これは「35歳前後で課

　長になるという職能給制度時代の流れ」（i氏談）を受け継いでいるという。数はすくないが下位の

　職群への異動もあり、「関西ではここ2～3年で庶務、会計関係で一桁」（i氏談）であるという。

4｝　A社の労使関係は業界では「協調的」であるといわれているが、会社業務にたいする組合規制は

　比較的強く働いている。A社の労働協約には、組合規制の強さを示すつぎのような解雇約款がある。

　　「社は、解雇、配転等組合員の就業条件に基本的な影響を与える問題については、組合の同意を待

　たずに実施しない」（「労働協約」第5章第24条の第2項）。

　　A社の労使関係が「協調的」で、かつ組合規制が強いのは、①かつての労働争議（組合の勝利）

　を契機になされた「労使共同声明」の存在、②産業としての新しさに起因する企業体質の脆さにた

　いして労使双方が共有して抱く危機意識、③A社の大株主にたいする労使双方の「会社防衛の意識」

　などが理由であるとされている。とくに③については、「天下りからの脱却」が大きいという。「生

　え抜き」の社長が誕生するまでの経緯が「よそ者に荒らされたくない」というプロパー意識となっ

　て、労使の協調性が生まれたという。また「不祥事があれば本社、支店のポストまでとられる」と

　いう危機感が労使の一体感を生んでいるとともに、「バツは頭で押さえ、マルは後ろから押す。これ

　が労組の会社にたいする基本的なスタンスである」（a氏談）という。
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5）　ただし、2003年度はまだ新制度への移行期にあるため、労使交渉の結果、査定の対象ではない本

　給の水準自体が増額されている点は留意されるべきである（その分、役割成果給額は減少する）。た

　とえば26歳社員のばあい旧賃金では本給21万9000円が23万2000円に、30歳では25万2000円

　が26万円に増額されて、その分、役割成果給部分のメリハリを弱めている。

6）　各職群のトップゾーンの社員たちや、中間ゾーンの社員たちはタイプ化して取り上げなかった。

　しかし、とくに後者の中間ゾー一一ンには多くの社員がいて日常業務をこなしている。営業や店頭販売

　という最前線で中位の評価を受けている主任、係長、課長といった中間管理職である。あるいは営

　業と比べると「地味な仕事」で、評価のメリハリが付けにくいとされるバックヤードにいる社員た

　ちである。しかし、かれらこそが社内の多数派であり、本来調査の焦点をあてるべき対象である。

　日本経団連も「一握りの優秀な従業員だけでなく普通の人の働きが重要と指摘」（「朝日新聞」2006

　年6月2日）している。次回調査の課題としたい。

7）　マトリクスの修正には、「割を食った」グループの救済以外にも理由があったという。社員にとっ

　てパーセントで表示されても「どれだけがんばったら金額でいくらアップするのか分からなくなっ

　て、モチベーションがダウンした」ためという。なお、2006年に本給の一部を改訂し、本給がじゅ

　うらい持っている「経験要素」に「組織貢献度」を加味した「役割基礎給」（A社［2005］7－8頁）

　を導入している。これによって「役割成果給」のメリハリ度が多少高まった。

【参考文献と資料】

「朝日新聞」2006年6月2日

経済産業省［2006］「『人材マネジメントに関する研究会』取りまとめ」平成18年8月

石田光男［2006］「賃金制度改革の着地点」（『日本労働研究雑誌』2006年9月）

今野浩一郎［2004］「成果主義と労働組合の課題」（労働調査協議会『労働調査』2004年9月）

A社［2002］「キャリアアップマニュアル皿」2002年11月

A社［2003］「2003年度役割成果給査定の結果について」（「人事NEWS」第429号2003年7A）

A社［2005］「A社労使検討委員会報告第四回」2005年3月

A労組［2003］作成資料2003年7月

A労組［2004］「2003年度わたしたちの活動記録」2004年9月

江波戸哲夫［2002］『成果主義を超える』文藝春秋2002年

木下武男［1999］『日本人の賃金』文藝春秋1999年

楠田丘［2006］「個の尊重とマインドアップが成果主義の本領」（『日本労働研究雑誌』2006年9月）

厚生労働省〔2001］「平成13年度就労条件総合調査」

斉藤貴男他編著［2005］『成果主義神話の崩壊』旬報社2005年

一51一



45　　2口　2007　3月

城繁幸［2004］『内側から見た富士通』光文社2004年

清家篤［2004］「年功賃金はどうなるか」（『日本労働研究雑誌』2004年4月）

高橋伸夫［2004］『虚妄の成果主義』日経BP2004年

立道信吾・守島基博［2006］「働く人からみた成果主義」（『日本労働研究雑誌』2006年9月）

中村圭介［2006］『成果主義の真実』東洋経済新報社2006年

日本労働研究機構［1998］『管理職の雇用管理システムに関する総合的研究』下1998年3月

中村圭介・石田光男編［2005］『ホワイトカラーの仕事と成果』東洋経済新報社2005年

平井陽一［2004］「A社の新賃金制度一役割成果給の導入一」（『明大商学論叢』明治大学商学研究所

　第86巻第2号2004年1月）

労務行政研究所［2005］「成果主義人事制度の導入効果と問題点」2005年3月

労働政策研究・研修機構［2004］『企業の経営戦略と人事処遇制度等に関する研究の論点整理』2004年

労働政策研究・研修機構［2005］『成果主義と働くことの満足度』2005年

【聴取一覧】（

　a氏（A労組本部役員）

b氏（A労組本部役員）

c氏（A労組本部役員）

d氏（A労組本部役員）

e氏（A労組本部役員）

　f氏（A労組地方本部役員）

g氏（A労組地方本部役員）

h氏（A労組地方本部役員）

　i氏（A労組地方本部役員）

j氏（A労組地方本部役員）

k氏（A社チームマネジャー）

1氏（A社B営業本部総務課長）

m氏（A社元社員）

）内は聴取時の肩書き

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

聴取日

2000年6月19日

2003年8月21日

2003年7月31日、8月22日、2004年7月5日

2003年7月31日

2005年8月3日

2005年3月8日

2004年10fi　29日

2004年5月27日、8月11日

2005年7月13日

2003年10月3目、2005年3月30日

2003年9月3日

2004年10月29日

2005年4月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　（ひらい　よういち）

一52一


